
 

令和6年度橋梁定期点検の結果について 

 

1. 点検の概要 

甲斐市では橋梁の定期点検として、「橋梁定期点検要領 令和6年7月 国土交通省 道

路局 国道・技術課」に準拠し近接目視を基本とした点検を行い、橋梁毎の傷み具合を

以下の表-1及び表-2に示す区分に分類しました。 

 

表-1 対策区分の判定区分 

判定区分 判定の内容 

Ａ 損傷が認められていないか、損傷が軽微で補修を行う必要がない。 

Ｂ 状況に応じて補修を行う必要がある。 

Ｃ１ 予防保全の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。 

Ｃ２ 橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。 

Ｅ１ 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。 

Ｅ２ その他、緊急対応の必要がある。 

Ｍ 維持工事で対応する必要がある。 

Ｓ１ 詳細調査の必要がある。 

Ｓ２ 追跡調査の必要がある。 

 

表-2 健全性診断の判定区分 

区分 定義 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を

講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき

状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高

く、緊急に措置を講ずべき状態。 

 

「健全性の診断」と「対策区分の判定」は、それぞれの定義に基づいて判定を行い

ますが、一般には主要部材（主桁、床版、下部工、支承部）において次のような対応

となります。 

「Ⅰ」：Ａ、Ｂ 

「Ⅱ」：Ｃ１、Ｍ 

「Ⅲ」：Ｃ２ 

「Ⅳ」：Ｅ１、Ｅ２ 

 



   

2. 点検実施橋梁とその結果 

令和6年度の定期点検は以下の表-3に示す44橋について実施しました。 

 

表-3 点検実施橋梁とその結果（その 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無名橋 ムメイハシ 信玄堤玉川線 3.30 Ｂ Ⅰ 定期点検

無名橋 ムメイハシ 上篠原玉小線 2.60 Ｍ Ⅰ 定期点検

無名橋 ムメイハシ 玉川万才線 4.00 Ｍ Ⅰ 定期点検

無名橋 ムメイハシ 中八幡玉幡中学校線 2.70 Ｂ Ⅰ 定期点検

無名橋 ムメイハシ 竜王宮ノ前線 2.30 Ｍ Ⅰ 定期点検

無名橋 ムメイハシ 四ツ谷新町線 3.00 Ｍ Ⅰ 定期点検

無名橋 ムメイハシ 清水沖田線 2.82 Ｂ Ⅰ 定期点検

無名橋 ムメイハシ 伊勢河原線 3.46 Ｍ Ⅰ 定期点検

無名橋 ムメイハシ 富竹新田徳行線 2.41 Ｍ Ⅰ 定期点検

無名橋 ムメイハシ 中八幡中道線 2.60 Ｂ Ⅰ 定期点検

無名橋 ムメイハシ 中八幡中道線 2.30 Ｍ Ⅰ 定期点検

無名橋 ムメイハシ 一本橋道線 2.40 Ｍ Ⅰ 定期点検

無名橋 ムメイハシ 榎浜海道東線 2.30 Ｍ Ⅰ 定期点検

無名橋 ムメイハシ 五本松柳原線 3.10 Ｃ１ Ⅱ 定期点検

無名橋 ムメイハシ 富竹新田西八幡線 2.20 Ｂ Ⅰ 定期点検

無名橋 ムメイハシ 玉川冷間住宅線 2.30 Ｂ Ⅰ 定期点検

無名橋 ムメイハシ 玉川冷間住宅線 2.00 Ｂ Ⅰ 定期点検

無名橋 ムメイハシ 五本松下堰本道線 2.30 Ｂ Ⅰ 定期点検

無名橋 ムメイハシ 西小学校線 2.10 Ｍ Ⅰ 定期点検

甲斐貢川橋 カイクガワハシ 竜王駅北通り線 27.90 Ｍ Ⅰ 定期点検

無名2号橋 ムメイニゴウキョウ 富竹新田農林高校線 2.30 Ａ Ⅰ 定期点検

無名4号橋 ムメイヨンゴウキョウ 万才開国橋線 3.70 Ｍ Ⅰ 定期点検

長塚橋 ナガツカハシ 長塚名取線 17.84 Ｂ Ⅰ 定期点検

さつき野第2橋 サツキノダイニハシ さつき野中線 2.20 Ｃ１ Ⅱ 定期点検

さつき野第1橋 サツキノダイイチハシ さつき野西線 2.20 Ｍ Ⅰ 定期点検

新田橋 シンデンハシ 開発1号線 2.40 Ｍ Ⅰ 定期点検

中更橋 ナカフケバシ 開発1号線 2.30 Ｂ Ⅰ 定期点検

とりいざか橋 トリイザカハシ 鳥居坂大下線 2.10 Ｍ Ⅰ 定期点検

中島橋 ナカジマハシ 中島1号線 8.20 Ｂ Ⅰ 定期点検

第3打返橋 ダイサンウチカエシハシ 藤ノ木中村線 3.60 Ｍ Ⅰ 定期点検

北ノ里橋 キタノサトハシ 下菅口北ノ里線 3.10 Ｍ Ⅰ 定期点検

金ノ尾新橋 カネノオシンハシ 金ノ尾3号線 15.20 Ｍ Ⅰ 定期点検

中沢川橋 ナカザワガワハシ 田畑笠石線 2.30 Ｍ Ⅰ 定期点検

道尾橋 ドウオハシ 新田ｻﾝﾄﾘｰ線 3.25 Ｃ２ Ⅲ 定期点検
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宇津谷橋 ウツヤハシ 下今井駒沢線 151.00 Ｃ１ Ⅱ 定期点検

岩森2号橋 イワモリニゴウキョウ 岩森線 7.56 Ｍ Ⅰ 定期点検

塩登橋 シオトハシ 新町大垈線 11.38 Ｃ１ Ⅱ 定期点検

塩川端橋 シオカワハシバシ 釜無川サイクリングロード線 4.70 Ｍ Ⅰ 定期点検

沖田橋 オキタハシ 滝坂希望ヶ丘線 13.50 Ｍ Ⅰ 定期点検

無名橋 ムメイハシ 橫町開発三号線 2.57 Ｍ Ⅰ 定期点検

無名橋 ムメイハシ 下今井農大線 5.00 Ｂ Ⅰ 定期点検

塩登橋歩道橋 シオトハシホドウキョウ 新町大垈線 16.06 Ｍ Ⅰ 定期点検

無名橋 ムメイハシ 関係路線無し(法定外公共物) 9.20 Ｂ Ⅰ 初回点検

塩崎ボックスカルバート シオサキボックスカルバート 新町山本線 21.58 Ｃ１ Ⅱ 定期点検
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3. 点検結果のまとめ 

対策区分の判定結果を表-4に、健全性の診断結果を表-5に示します。 

表-4 対策区分の判定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-5 健全性の診断結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検結果より、”道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずるべ

き状態”の橋梁は1橋確認されました。”道路橋の機能に支障が生じていないが、予防

保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態”の橋梁が5橋あました。これらの橋

梁については、計画的に順次対策を進めていく予定です。 

判定区分 判定内容 橋梁数

Ａ 損傷が軽微で補修を行う必要がない。 1 橋 

Ｂ 状況に応じて補修を行う必要がある。 13 橋 

Ｃ1 予防保全の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。 5 橋 

Ｃ2 橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。 1 橋 

Ｅ1 橋梁構造上の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。 0 橋 

Ｅ2 その他、緊急対応の必要がある。 0 橋 

Ｍ 維持工事で対応する必要がある。 24 橋 

Ｓ1 詳細調査の必要がある。 0 橋 

Ｓ2 追跡調査の必要がある。 0 橋 

44 橋 合計

定義 橋梁数

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 38 橋 

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観
点から措置を講ずることが望ましい状態。

5 橋 

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措
置を講ずべき状態。

1 橋 

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性
が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

0 橋 

44 橋 

区分

合計


